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はじめに 

 近年、新興・再興感染症等の増加により国及び自治体による感染症対策の重要性

が高まっている。国内では2013年の重症熱性血小板減少症候群の日本における初め

ての患者の報告、同年の風しんの流行に伴う40例を超える先天性風しん症候群の発

生、2014年のデング熱の国内感染など、また国外においては鳥インフルエンザH5N1、

H7N9、中東におけるMERSコロナウイルス、西アフリカにおけるエボラ出血熱の流行

など新たな問題が持続的に発生しており、早期に効果的な対策を行うための迅速な

検査診断と分子疫学等による病原体の詳細な解析が求められている。さらに世界的

には薬剤耐性菌が急速に拡がっており、我が国においても耐性菌の増加を阻止する

ための遺伝子検査等に基づく監視と対策が重要となっている。 

 このため、感染症の原因病原体について、頻度が低く重症度が高いものについて

は主に検査診断を目的として全例について、発生数が多いものについては一定数に

ついて病原体を検出・分離し、病原体の基本的性状解析に加えて、分子疫学及び血

清型、薬剤耐性、病原性の変化等の把握を目的として、広域的に継続して調査する

必要がある。 

 一類感染症は国立感染症研究所で検査が行われるが、その他の二類から五類まで

の感染症は原則として地方衛生研究所で検査が行われる。地方衛生研究所で実施さ
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れる鳥インフルエンザH5N1等の二類感染症では、検査結果に基づき、患者の入院措

置等の感染拡大防止策がとられる。また、麻しん、風しんについても、それぞれの

感染症特定予防指針に基づき地方衛生研究所において実施するPCR検査による早期

の診断結果が、自治体の感染拡大防止策の根拠となる。麻しん、風しんの指針では、

我が国における排除目標を掲げており、地方衛生研究所において決定されるウイル

スの遺伝子配列情報が排除状態を証明する科学的根拠となる。 

 この様に、自治体による感染症の検査は極めて重要であるが、これまでその検査

の精度を保証する法的規定はなかった。加えて、近年の地方分権、自治体の財政難

により、多くの地方衛生研究所では、機能低下が起こっており、地方衛生研究所と

国立感染症研究所の協同によって全国に張り巡らしている病原体の監視ネットワー

クが機能不全に陥る可能性もある。 

 平成26年11月14日に成立した「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関

する法律の一部を改正する法律」では、検体検査の質の向上を図るため、「知事が

入手した検体について、知事による検査の実施、検査基準の策定、厚労大臣から知

事に対する提出の要請」の規定が設けられた。国及び自治体による感染症の検査を

法律で規定することにより感染症対策の強化を図ることがこの法改正の目的の一

つである。感染症の行政検査は、感染症発生動向調査事業実施要綱（以下、実施要

綱）に基づいて実施されているため、今回の法改正に伴い平成11年に施行された実

施要綱を見直し、病原体検査の方法、精度管理等について記載する必要がある。 

 この法改正によって、自治体による感染症の検査の質を確保するための明確な規

定が初めて定められる。既に規定が設けられている食品衛生法における化学的検査

と異なり、感染症の検査は検査対象となる疾患は多岐にわたり、また一つの感染症

に対する検査方法も多様である。従って、精度管理の導入については検査の特性を

踏まえて慎重に行う必要がある。また、地方衛生研究所における調査研究は、我が

国の公衆衛生の最前線における感染症対策に対して重要な貢献を行ってきた。さら

に、感染症法で規定されていない原因不明の感染症について病原体の検索を行う事

も地方衛生研究所の重要な役割の一つであり、今後この重要性は増していくと考え

られる。 

 今回の法律改正により、結果的に感染症危機管理に必要な地方衛生研究所の柔軟

な検査対応能力が後退することは避けなければならない。 

このことを踏まえて、平成26年度「科学的根拠に基づく病原体サーベイランス手

法の標準化に関する緊急研究」研究班では、1．自治体における感染症検査の精度管

理のあり方、2．感染症発生動向調査事業で実施される個々の感染症の検査の目的、

3．五類感染症の適切な検査数、4．結果の利用、5．今後の方向性、6．全国でサー

ベイランスを効果的に実施するためのレファレンスセンター事業、について検討を

行った。これに基づき以下にとりまとめた。 
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1．地方衛生研究所における検査の質の確保について 

基本的考え方: 感染症の検査の質の確保については、感染症検査の特殊性を理解し

た上で行う必要がある。感染症の検査においては、1つの病原体の検査についても、

複数の方法が存在する場合が多く、検体の種類、検査の頻度、目的等に応じて使い

分けられている。また、新興感染症の場合は標準的な検査方法が確立されていない

場合もある。原因究明を目的とする検査では確立された道筋がなく、臨床診断から

検索すべき病原体を推測して検査を行い、正解にたどり着く場合が少なくない。従

って、通常の検査にはある程度の自由度を残す必要があり、厳格な精度管理は、検

査結果が、入院措置、就業制限等、公衆の社会的活動に影響を与える対策の根拠と

なる検査であり、且つ確立した検査法が存在する検査について適応されるべきであ

る。 

 

（１）検査のための標準作業書 

 検査の正確な実施のためには、検査マニュアルを用意する必要がある。地方衛生

研究所で検査を行う感染症について現在すでに作成され国立感染症研究所のホーム

ページに公開されている「病原体検出マニュアル」をもとに、標準となる検査マニ

ュアル（検査標準作業書）を地方衛生研究所全国協議会が国立感染症研究所の支援

を受けて作成し、これをひな形にして各地方衛生研究所で検査標準作業書を作成す

ることが想定される。このため、国立感染症研究所は、病原体の変化及び新規の検

査方法等について常に情報を収集し、検査法の開発、検証を行い、病原体検出マニ

ュアルを常に最新の知見、技術が盛り込まれたものとするため定期的に改訂し、地

方衛生研究所の担当者と共に検証する必要がある。 

 

（２）検査結果の記録 

 検査結果の記録は、必要が生じた場合には第三者等によって検査が適切に行われ

たことを評価できるようにするために一定期間保存しておく必要がある。 

 

（３）検査の質を確保するための体制 

 検査の質を確保するためには、検査機関における管理体制を確立する必要がある。

それには1．全体を統括する統括責任者、2．標準作業書、検査の記録などを管理す

る直接の責任者、3．これらを客観的に評価する責任者、の3者を少なくとも置く必

要がある。病原体検査の法的位置づけが明確となるのに伴い、上記の体制について、

本庁を含めた行政組織の中でどのように役割分担すべきかを検討する必要がある。 

 

（４）人材育成 

 検査の精度を確保し維持するためには、人材の確保とその教育が最も重要である。

感染症の検査では、検査の実施者は病原体取扱者として、病原体による感染、漏洩

等の事故を防ぐためのバイオセーフティーに関する基礎知識を最低限必要とする。

また、地方衛生研究所では高度な技術を必要とする検査を行うため、検査の実施者
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に対して、施設内部におけるOn-the−Job Trainingを計画的に実施すると共に、 国

立保健医療科学院など国が提供する実技を含む研修を、計画性をもって定期的に受

けさせる必要がある。また、予期しない新興感染症などに対応する能力を培うため

に関連学会などに出席し最新の知識を取り入れることが望ましい。加えて、感染症

検査に初めて精度管理を導入することから精度管理責任者が行うべき業務の方法を

確立しその研修を行う必要がある。 

 

（５）機器の保守管理 

 感染症の検査のためには検査機器が必要であり、正確な検査結果を得るためには

機器が正常に稼働することが必須である。そのためには、遺伝子配列決定装置（シ

ークエンサー）、リアルタイムPCR、安全キャビネット、遠心分離機など少なくとも

主要な機器について年間保守管理点検計画を作成し、機器保守管理契約等により保

守管理を実施する体制が必要であり、そのための予算を確保する必要がある。 

 

（６）検査施設 

 病原体の取り扱いは病原体の分類に応じて、バイオセーフティーの規定を遵守し

て行う。遺伝子検査は、陽性対照DNAやPCR増幅産物の混入による疑陽性結果を防止

するため、核酸抽出作業を行う室と遺伝子増幅産物の検出作業を行う室が明確に区

分されていなければならない。さらに、試薬の調整を行う場所は他と区分されてい

ること。なお、空調設備は前記の室ごとに独立していること、これらの実験室の配

置は作業導線が互いに試薬等の混入を防止するための配慮を行うことが望ましい。 

 

（７）検体の採取、搬送と保管  

 自治体(都道府県等)は、感染症発生動向調査事業における病原体検査を実施する

にあたり、検体の採取及び搬送を円滑に行うための実施体制を整備する必要がある。

また、病原体検査の検体は、希少感染症や新興感染症などの検査診断、季節的に流

行する感染症の監視を目的とした臨床検体及び、三類感染症の腸管出血性大腸菌や

二類感染症の結核菌の分子疫学解析を目的とした病原体が想定される。これらいず

れの場合においても、検査の質を確保するためには、検体の採取と検査機関までの

搬送は適切に行われなければならない。検体の採取は、主に医療機関や検査機関が

担い、搬送は、保健所職員だけでなく民間輸送業者に委託することもあることから、

自治体(都道府県等、保健所設置自治体)は、病原体検査に責任を持つ立場から、検

体採取及び搬送に係る実施要領を作成し、関係機関に周知する必要がある。 

 

（８）検査結果の総合的判定（都道府県知事等による） 

 検査結果は、患者の疫学情報、臨床症状と照らし合わせ、総合的に判断して整合

性がとれていることを確認したうえで最終的な検査判定結果とする必要がある。検

査結果が患者の入院の根拠等となる新型インフルエンザ、二類感染症、また積極的

な感染拡大防止策が必要な麻しんや風しんなど、個別の検査結果がもたらす社会的
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影響が大きい検査については、検査担当者と感染症の専門家が議論して正しい判定

結果を導き出す体制を準備することが望ましい。なお、検査結果は法律に基づき都

道府県知事等が国等に提出することとなるため都道府県知事等は、検査結果を正し

く得るための体制を構築する必要がある。 

 

2．感染症発生動向調査事業における病原体検査の目的 

（１）病原体調査の目的 

感染症の発生情報を正確に把握し分析した結果を医療関係者へ情報提供し、わか

りやすく国民に情報発信することは、感染症対策の基本となるものである。これま

でも医師等の医療関係者の協力のもと、的確な体制を構築すべく努めてきた。  

 患者情報の収集等については、感染症法に規定されているものの、病原体検査に

必要な検体等の提供あるいは自治体の検査の実施等については、長らく明文化され

ておらず、各自治体/地方衛生研究所による不断の努力により実施されてきた。  

 今般の改正にあたり感染症法に基づく病原体検査の目的を明確にしておく必要が

ある。 

 

1）国民の健康に重大な影響を及ぼす一類、二類感染症については、危機管理の観点

から、感染症の特徴に応じた対策を迅速に講じる必要があるために、検体を確保し、

また精度の高い検査を実施することで病原体の性状を正確に把握し、入院等勧告措

置のための根拠として検査を行う。結核菌については、分子疫学を行うことにより

集団発生等における疫学的裏付けを行う。 

2）三類、四類、五類全数把握感染症に関しては診断の確定や、病原体情報による知

見に基づく対策を講じる（広域散発事例の発見、輸入感染症の動向把握、薬剤耐性

菌の地域での広がり等）ために実施する。  

3）季節性のインフルエンザについては、ウイルスの分離及び遺伝子情報等を収集・

解析することにより、病原体の性状の変化の把握、薬剤耐性株の発生状況の把握、

ワクチン株選定のための評価、新たな感染症との比較調査を目的としてそれぞれの

性状解析を行う。 

4）五類定点把握感染症については、国内において季節的に流行する感染症について、

一定の頻度で検体を採取し病原体を分離、解析することによりその病原性等を明ら

かにし、国民及び医療従事者へ情報提供することを目的として実施する。 

 

（2）個々の感染症における検査の目的、検査方法 

 研究班の検討により個々の感染症の検査の意義を報告書にまとめており、ここで

は概略を別添資料1として本提言の一部として末尾に置く。資料に記述した感染症検

査の重要性を認識した上で、国及び都道府県等は、今後も検査体制の強化・維持に

努める必要がある。 
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3．病原体検査の実施数について 

 これまで、病原体検査の実施数について明確な基準はなかったが、本研究班では、

インフルエンザ及びその他の五類定点把握感染症の検査検体数について検討を行っ

たので提言する。 

（1）インフルエンザの検査検体数 

 インフルエンザウイルスは、毎年重症度などが異なる亜型が流行するため流行期

間中に継続的に亜型を把握することが重要である。流行期における亜型の推定を一

定の精度で確保することを目的として、都道府県ごとに病原体定点数及び検体採取

数を決定した。定点あたりの患者発生数が都道府県単位で1を越え流行期に入った時

点から1を下回るまでの間、毎週各定点医療機関から1検体を採取し、自治体におい

て遺伝子検査及びウイルス分離を行う。流行期は概ね16週間となると推定され、全

国で約8,000検体が検査されることとなる。非流行期においても月に1検体程度を採

取し検査を行う。これは、インフルエンザの流行初期にはそのシーズンの流行株の

予測となり、流行後期には翌シーズンの予測となるためである。また、季節性以外

の亜型のインフルエンザウイルスを含め予期しない急性呼吸器感染症の監視のため

に通年の一定数の検体採取が必要である。 

 なお、インフルエンザ流行初期の検体採取は、集団発生の検査により実施するこ

ととなっている。（インフルエンザの防疫対策について 昭和48年9月20日 衛情第

一○二号 各都道府県・各指定都市衛生主幹部（局）あて 厚生省公衆衛生局保健

情報課長通知） 

  

（2）インフルエンザ以外の五類定点把握疾患の検査検体数 

咽頭結膜熱、手足口病、ヘルパンギーナ、流行性耳下腺炎、無菌性髄膜炎、A 群

溶血性レンサ球菌咽頭炎、百日咳については、研究班における感染症検査の意義に

記載したとおり各感染症の検体を収集し病原体の把握を行う必要がある。これらの

感染症については、毎年流行規模が異なることから疾患を限定せず、あらかじめプ

ライオリティを付し、１小児科定点（患者定点の約 10%）から、毎月 4検体（症例）

を目途に、少なくとも年間 40 検体を採取し検査を行う事を基本とする。感染性胃

腸炎については、食中毒、施設等における集団発生に関する検体が収集されており、

十分な検体数が確保されてきたため、これを継続して行う。 

 

（3）性感染症定点、眼科定点、基幹定点 

 眼科定点の対象疾患は、流行性角結膜炎であり、流行に応じて検体を採取する。

性感染症定点については検査数を指定せず、必要に応じて検体を採取する。基幹定

点からの検体は、細菌性髄膜炎、無菌性髄膜炎、感染性胃腸炎（ロタウイルス）で

あるが、必要に応じて検体を採取する。 
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4．病原体検査の結果の利用について 

（1）病原体情報の還元 

 これまでも患者情報については週報、月報、年報を地方自治体が設置する地方感

染症情報センターにおいて作成、発行し、国民、医療従事者、教育関係者等に対し

て情報の還元を行ってきた。感染症情報に加えて病原体を検出、解析することによ

って、流行している感染症の症状、重症度を推定できることから、病原体の情報を

可能な限りリアルタイムに患者情報と関連づけて解析し結果を還元することが必要

である。情報発信は、週報、月報等として地方感染症情報センターが運営するホー

ムページに掲載する等により行う。また、医師会など地域の医療従事者との会合等

を通じて定期的に情報提供することが望ましい。今後は、検査結果の報告が義務づ

けられることから、地方衛生研究所においては、感染症サーベイランスシステム

（NESID）に可能な限り速やかに検査結果を入力する必要がある。このため、NESID

のコンピュータシステムについて処理速度の高速化など継続的に改善していく必要

がある。また、基幹地方感染症情報センターと地方感染症情報センターの間及び近

隣自治体におけるNESID情報の共有を促進し、自治体を超えて包括的に感染症情報を

解析することが今後重要となる。中央感染症情報センターにおいては、患者の臨床

症状及び検査情報を解析し、感染症発生動向調査週報（IDWR）、及び病原体微生物情

報IASR）に反映する必要がある。 

 

（2）感染症発生動向調査事業により収集、分離された病原体の保存 

 分離された病原体は、検査診断のツールとして利用される他、学術的な研究材料、

またワクチンや治療薬の開発のための材料としても不可欠である。病原体は貴重な

遺伝子資源であり、国立感染症研究所及び地方衛生研究所において長期的に保存す

ることが望ましい。 

 

5．レファレンスセンター事業 

 レファレンス事業は、平成 9年 3月 14日 厚生省発健政第 26号 厚生省事務次

官通知「地方衛生研究所の機能強化について」における「地方衛生研究所設置要綱」

では、「地方衛生研究所は、国立試験研究機関及び他の地方衛生研究所と連携して、

試験検査に不可欠な標準品及び標準株を確保・提供するなどレファレンスセンター

としての役割を担うとともに行政検査等の精度管理を行うものとする。」とされてい

る。 

 現在、１）自治体を越えた地域の代表となる地方衛生研究所を定め、検査体制を

構築する必要がある希少感染症、２）ほぼすべての地方衛生研究所で検査が行われ

ており、検査診断の重要性から、検査法の開発、標準化、精度管理を行う必要があ

る感染症等として 16の感染症について国立感染症研究所等に中央レファレンスセ

ンターがおかれ、全国で 6−10 カ所程度の地方衛生研究所が地方レファレンスセンタ

ーとして選定されている。レファレンスセンター活動は支部内の検査体制の向上を

図ることを理念としつつも、この様な自治体間の相互支援としては、緊急事態の際
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に発動する知事等の自治体間の協定を除いて広域連携の枠組みがない。 

このため諸活動はボランティアに頼らざるを得ず、活動は厚生労働科学指定研究

等の限られた財源により運営されてきた経緯がある。病原体検査の質の信頼性を確

保するためには、既存の制度を有効活用することを視野に入れ、今後は継続的に実

施できる事業体制を構築する必要がある。 

 

６．感染症発生動向調査事業における今後の検討課題 

（1）感染症発生動向調査事業における検査対象疾患の見直し 

 感染症発生動向調査事業が開始された平成11年の時点では、遺伝子検査が普及し

ておらず分離培養法を用いた検査法が主体であった。その後、高度な遺伝子検査技

術が導入され、新たな感染症も発見されている。従って、検査対象疾患はこれらの

変化に応じて目的に即した見直しが行われるべきである。 

 具体的には、ウイルス性呼吸器感染症を五類定点把握疾患とすることを検討する

ことを提案する。近年、呼吸器感染症の原因ウイルスとしてヒトメタニューモウイ

ルス、パラインフルエンザウイルス、ヒトボカウイルスなどが発見され、インフル

エンザ、RSウイルス以外の急性呼吸器感染症の原因病原体として主要なウイルスで

ある事が確立されてきた。NESIDの病原体入力データ等によると、これらの感染症に

ついて、すでに地方衛生研究所において相当数の検査実績がある。これらのウイル

スは、しばしば重篤な肺炎、気管支炎を発症し老人福祉施設等における集団感染症

の原因となる事がおもに地方衛生研究所の検査で明らかとなってきた。今後これら

のウイルスについて地方衛生研究所において一定数検査を行い、感染拡大の程度、

重症度、発症年齢等のデータを蓄積し、流行に対して適切な感染症対策を実施する

事が考えられる。 

 本提言では、上記感染症を新たに加えることの検討を提案するに留めるが、これ

まで発生動向調査事業の対象疾患となってきた五類定点把握疾患等ついては、検査

診断技術の開発、治療法の変化、薬剤耐性病原体の出現等に応じて定期的に見直す

必要があり、今後は、公衆衛生、感染症の専門家から組織される厚生労働科学研究

班等により検討することが望ましい。 

 

（2）原因不明の感染症への対応 

 感染症発生動向調査は、医師の臨床診断に基づき検査を行う事が基本であること

から、原因不明の発熱疾患についての行政検査はこれまで位置付けがなされていな

かった。2013年に日本で初めて報告されたSFTS（重症熱性血小板減少症候群）を例

にとると、遡り調査により少なくとも2005年の患者血清からウイルスが検出され、

第1例報告以前に既に多くの患者が発生していたことが明らかとなった。患者の発生

にも関わらず病原体の検索がなされていなかったことになる。現在では、原因不明

感染症について、次世代シークエンサーを用いた臨床検体のメタゲノム解析による

病原体検出が国立感染症研究所病原体ゲノム解析研究センターにおいて可能となっ

てきており、地方衛生研究所と国立感染症研究所のネットワークにより原因不明検
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体の検査にも対応できるような体制を積極的に構築する必要がある。検査は、地域

における基幹的医療機関の感染症専門家により原因究明を求められた原因不明感染

症等を対象として行うことが考えられる。 

 

（3）感染症による社会的損失の試算に基づく感染症対策 

 感染症が社会にもたらす影響を明らかにするには、感染症の患者数、重症度（休

業日数）、入院日数などを推計し、企業活動、医療に与える負荷などを元に社会的

損失を試算する必要がある。今後の検討課題としては、この様な試算を行い、これ

元に適切な感染症対策を計画し、社会的損失の低減を図る事を目標とすることが考

えられる。 
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別添資料１ 

「科学的根拠に基づく病原体サーベイランス手法の標準化に関する緊急研究」研究

班提言のうち、感染症発生動向調査事業における個々の感染症の病原体検査の目的、

実施方法の概略を以下にまとめる。 

1）一類感染症 

 原則として国において検査を行う。ただし、国内において複数の患者が発生し、

検体搬送に困難が生じた場合及び国における対応が困難となった場合は個別に検討

する必要がある。 

2）二類感染症 

 結核を除く二類感染症については、自治体において精度管理された検査体制を構

築し、原則として全例自治体において検査を行う。結核については、「結核に関す

る特定感染症予防指針」に基づき、VNTR(Variable number of tandem repeat)法等

による分子疫学解析を行い、必要に応じて薬剤耐性についても検査を行う。 

3）三類感染症 

三類感染症では、腸管出血性大腸菌感染症の発生患者数が最も多く、自治体は患

者及び無症状病原体保有者からの分離菌株を、原則として国立感染症研究所に送付

し、MLVA（Multiple-locus variable - number tandem repeat analysis）法等によ

るDNA分析を行っている。今後は、迅速性高めるために地方衛生研究所で検査を行い

施設間で比較可能なデータを取得できる体制を構築する必要がある。細菌性赤痢、

腸チフス、パラチフス、に関しては、海外渡航関連が多いが近年国内発生例もあり、

原因追究のため分離菌株のデータ蓄積（血清型別、薬剤感受性）が必要である。コ

レラについては分離菌株の血清型と毒素型の同定検査を準備する。 

4）四類感染症 

四類感染症の多くは希少感染症であり可能な限り全数について自治体において検

査を行う。 

エキノコックス症は、単包条虫と多包条虫の2種が主たる原因である。前者は全例

輸入感染事例であるが、後者は近年北海道全域に拡大し本州への伝播が懸念され、

両者の区別は感染原因を知る上で重要である。マラリアは輸入例に限られるが、年

間50～70例の報告がある。熱帯熱マラリアは進行が速く重症化しやすいため、迅速

な診断・治療が求められる。 

Q熱は希少感染症であるが実態が明らかではないため、実施可能な地方衛生研究所

あるいは国立感染症研究所で対応する。炭疽は1994年以来ヒトでの国内発生はない

が、生物テロの可能性も含め将来的な発生への備えとして、地方衛生研究所で最小

限必要な培地や遺伝子検査(PCR)の準備をする必要がある。ボツリヌス菌は一般の医

療機関では検査ができないため、地方衛生研究所もしくは国立感染症研究所で菌と

毒素型の同定を行う。野兎病は海外での発生は依然多く、バイオテロの危惧もある

ため監視の必要があり、国立感染症研究所と実施可能な地方衛生研究所で菌同定と

遺伝子検査(PCR)、血清学的検査（抗体検出）に対応する。レプトスピラ症は、近年

患者数が減少したが、最近でも散発的な発生が報告され、世界的な流行からの輸入
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感染例も報告されている。国立感染症研究所と実施可能な地方衛生研究所で、菌同

定、PCR検査、抗体検出等に対応する。 

レジオネラ症は四類感染症中で最も報告数が多く（年間約1000例）、重症例も多

いが、ほとんどが尿中抗原によって診断されており、臨床分離株の情報が著しく欠

落している。今後分離株を用いた病原体サーベイランスが行われる必要がある。 

リケッチア・クラミジア感染症については、つつが虫病と日本紅斑熱は報告数が

多く、一般の医療機関で検査診断が困難であることから、地方衛生研究所において

PCR検査等により対応する。オウム病は報告数は少ないが、発生した場合には集団例

に拡大するリスクが高いため、検査は実施できなければならない。 

A型肝炎、Ｅ型肝炎は、それぞれA型、Ｅ型肝炎ウイルスによって経口的に感染し

引き起こされる急性肝炎である。患者便からPCR法でウイルス遺伝子を検出し、遺伝

子配列による分子疫学を行うことは感染経路を推測する上で重要である。 

ウエストナイル熱（ウエストナイル脳炎を含む）は、国内発生はなく、 疑い患者

については地方衛生研究所もしくは国立感染症研究所において検査診断を行う。 

デング熱は、2014年の国内感染例をうけて、「蚊媒介感染症に関する特定感染症

予防指針」が検討され 2015 年 4 月に告示/適応される予定である。これに基づき、

今後は可能な限り全例のデング熱患者について PCR法で検出し分子疫学により感染

経路を究明することが求められる。 

狂犬病は、アジアを含む諸外国のほとんどで流行しており、我が国でも1970年と

2006年に輸入患者を経験している。国内における狂犬病の清浄性を証明するために

は、海外からの侵入をヒト及び犬等の動物について監視する体制が必要である。 

重症熱性血小板減少症候群（病原体がフレボウイルス属 SFTS ウイルスであるも

のに限る。）は、2013 年に我が国で初めて報告されたことから臨床像、治療法など

が未だ確立していない。また、医療機関で検査診断は行われていないことから地方

衛生研究所において PCR法で検査を行い、医療機関に結果を還元することで、治療、

感染防止、臨床像の確立に役立てる。ウイルスの分布状況などを知るために地方衛

生研究所において決定した遺伝子配列に基づく全国的な分子疫学的解析は重要で

ある。 

鳥インフルエンザ（H5N1 及び H7N9 を除く）については、現在日本においてヒト

の感染者は確認されていないが、野鳥や家禽の鳥インフルエンザ発生は 2005 年以

降ほぼ毎年探知されており、農家等濃厚接触者及び防疫作業従事者の健康監視にお

いて、インフルエンザウイルス病原体検出並びに A型 H亜型決定検査の準備は不可

欠である。 

日本脳炎は医療機関における血清抗体価の検査が重要であるが、地方衛生研究所

に脳炎として検査依頼があった場合には、日本脳炎ウイルス検索の必要がある場合

があり遺伝子検査に備えることが望ましい。 

なお、四類感染症のうち、黄熱、オムスク出血熱、回帰熱、キャサヌル森林病、

サル痘、腎症候性出血熱、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、ニパウイ

ルス感染症、ハンタウイルス肺症候群、Bウイルス病、鼻疽、ブルセラ症、ベネズエ
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ラウマ脳炎、ヘンドラウイルス感染症、発しんチフス、リッサウイルス感染症、リ

フトバレー熱、類鼻疽、ロッキー山紅斑熱、ライム病、コクシジオイデス症につい

ては、国内発生がないか極めて希であることから原則として国において検査を行う

ことが想定される。 

5）五類全数把握感染症 

 麻しん及び風しんについては、感染症特定予防指針に基づき検査を行う。特に麻

しんは感染力が高い疾患であり、自治体において遺伝子検査による確定診断を可能

な限り全数について迅速に行い感染拡大防止に努める必要がある。また、ウイルス

の遺伝子配列を決定し疫学調査とあわせて感染経路を特定すること、遺伝子配列デ

ータを国において集約し、海外の検出株と比較することにより国内流行の実態を調

査し、排除状態を証明することが重要である。風しんについても特定感染症予防指

針により、アウトブレイク対応、疫学的解析等における遺伝子検査の重要性が指摘

されておりウイルス遺伝子検査を可能な限り自治体において行う。 

 急性脳炎（ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、

日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。）は、麻しん、インフ

ルエンザ、手足口病、咽頭結膜熱、ムンプスなどに併発すると考えられ、注意喚起

及びウイルスの中枢神経系への侵襲性の変化を監視するために分離、解析を行う。 

 播種性クリプトコックス症は重症化すると死亡率が高く、一般の医療機関では同

定できないため、国立感染症研究所で菌種同定を行う。  

 薬剤耐性菌の重要性は、近年ますます増大している。バンコマイシン耐性黄色ブ

ドウ球菌感染症は、国内発生はないが発生すれば社会的影響が大きく、地方衛生研

究所あるいは国立感染症研究所で薬剤耐性遺伝子を同定する。 

 薬剤耐性アシネトバクター感染症は、まだ多くないが院内感染で死亡例があり、

地方衛生研究所あるいは国立感染症研究所で薬剤耐性遺伝子を同定する。 

カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症は、最後の切り札であるカルバペネム系

抗菌剤に対する耐性菌による感染であり、臨床上大きな問題である。耐性遺伝子は

種を超えて効率よく伝搬するプラスミド上に存在し、耐性菌の同定、薬剤耐性遺伝

子の解析による分子疫学を地方衛生研究所あるいは国立感染症研究所で実施する必

要がある。 

 侵襲性髄膜炎菌感染症は、発症から急速に進行して死亡する場合があり、分離菌

株の血清型別及び薬剤感受性試験を地方衛生研究所で実施する。劇症型溶血性レン

サ球菌感染症は、急激に進行する場合、死亡率が高く、全例について分離菌株の血

清型別等、薬剤感受性試験を地方衛生研究所で実施し国立感染症研究所に分離株を

送付し解析、保存が行われている。アメーバ赤痢は、性感染症として近年増加して

おり、国内では欧米とは異なる浸淫性を示し、監視の意義が高い。顕微鏡による病

原体検出、ELISA法による抗原検出、遺伝子検査等が実施される。 

6）五類定点把握疾患のうち病原体検査の対象疾患 

 細菌性の感染性胃腸炎の主要な原因はサルモネラ属菌とカンピロバクターによる

ものである。サルモネラ属菌の顕著な薬剤耐性化等を考慮して、分離菌株の同定、

- 126 -



血清型別、薬剤感受性試験を地方衛生研究所において実施する。カンピロバクター

属菌は、細菌性食中毒の最も多い原因菌であり感染後ギランバレー症候群を起こす

ことがある。病原体の継続的監視による菌の同定、血清型別、遺伝子型別、薬剤感

受性試験により、食中毒以外の散発感染症例を含めた状況を把握できる。A群溶血性

レンサ球菌咽頭炎については、迅速検査で把握できない血清型、薬剤感受性等につ

いて検査を行う。百日咳菌の監視はワクチン政策の決定に必要であり、中国等で耐

性菌が増加していることから、国内での分離株の状況を把握することは治療法を決

定する上で重要である。また、近年、成人の症例が増加していることから、その原

因菌の実態を把握する必要がある。菌の分離同定、遺伝子検査(PCR/LAMP)、薬剤感

受性試験を実施する。 

 細菌性髄膜炎(インフルエンザ菌、髄膜炎菌、肺炎球菌を原因として同定された場

合を除く。)は、症候群としてモニタリングされているので、継続して評価し流行に

変化が生じた場合は、その原因菌を同定する等、適時な調査を可能にする必要があ

る。 

 咽頭結膜熱の起因病原体はアデノウイルスであり、毎年流行する遺伝子型が変化

し、重篤度、症状など臨床像が異なるためウイルスの分離と解析が重要である。 

 ウイルス性感染性胃腸炎のうち、ロタウイルスに関しては、2011年11月以降ワク

チンが導入されたため、ワクチン導入前後での遺伝子型の変化をモニタリングする

ことで、ワクチンによる選択圧の有無、流行していなかった遺伝子型の出現などに

ついての監視が可能と考えられる。ノロウイルスに関しては、2012年後半から遺伝

子型GII．４の新しい変異型（Sydney 2012）の出現に関係すると考えられる世界的

な流行が見られるなど、今後のウイルスの変異に関する監視は重要である。 

 手足口病は、毎年流行するウイルスの血清型が異なり、時として大規模な流行が

認められるためウイルスの分離と解析が必要である。特に、2011、13年のコクサッ

キーウイルスA6型による流行は例年の3～5倍の規模であった。水疱の状態や回復期

の爪の剥落など、従来と異なる症状が認められ、過去に分離された株との比較が進

められている。また、エンテロウイルス71型（EV71）は、中枢神経系の合併症が見

られるためこの流行を早期に探知し、周知することは重要である。 

 ヘルパンギーナは、一般的に予後は良好であるが、まれに無菌性髄膜炎や急性心

筋炎等の合併症を伴うことがある。毎年流行するウイルスの血清型が異なり、流行

の規模がそれによって変化するため、病原体の監視によって血清型を把握すること

は重要である。 

流行性耳下腺炎については、将来想定されるワクチンの定期接種化後は、その効

果を評価する上で、国内流行株と輸入例とを厳密に区別することが求められるため、

病原体の監視による国内流行株の継続的なモニタリングが必須となる。 

無菌性髄膜炎は、エンテロウイルス（コクサッキーウイルス、エコーウイルス等）

やムンプスウイルスが主な原因ウイルスであり、毎年異なる血清型が流行するので

病原体の監視が重要である。 
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流行性角結膜炎は、眼科定点から提出される検体の診断名の多くを占めるアデノ

ウイルス眼感染症であり、咽頭結膜熱と同様毎年血清型が異なるウイルスの流行が

みられるので病原体の監視が望ましい。 

 以上の詳細については、研究班報告書の病原体サーベイランスの意義（ウイルス・

細菌）の項を参照のこと。インフルエンザについては本文に記載した。 
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